
 

 

 

 

分割休息時における確実な点呼の実施について（再徹底のお願い）  

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準告示）には、従前から特例として

“分割休息”が定められておりますが、令和６年４月からは一部内容が改正され、「勤務終了後、

継続９時間以上の休息期間を与えることが困難な場合、要件を満たすものに限り当分の間、一定

期間(１ヶ月程度を限度とする。)の全勤務回数の２分の１を限度に分割して与えることができ

る。」と明記されています。（下図「Ｐｏｉｎｔ！」または適正化通信Ｎｏ．１７４－１（令和５

年２月号）参照） 

実際の運行では、運行や作業状況、荷待ち時間等から当初の計画どおりに運行ができなかった

り、あるいは業務の都合上、業務終了後、始業から２４時間以内に継続９時間（宿泊を伴う長距

離貨物運送の場合は継続８時間）以上の休息期間を与えることが難しい場合もあります。そのよ

うな運行時には、管理者からの事前指示を行うことで分割休息の取得が可能になり、運転者が仕

事から完全に自由になることができる時間が、始業から２４時間以内での取得が前提条件のもと、

１回あたり３時間以上かつ合計１０時間以上を取得することができれば休息期間として認められ

ます。また、休息期間を３分割してあたえることもできますが、こちらも始業から２４時間以内

での取得を前提として、１回あたり３時間以上かつ合計１２時間以上取得することと休息期間は

３分割する日が連続しないように努めなければならないことを十分留意しなければなりません。 

 
 
 

 

【 分割休息取得時における点呼の必要性 】 

労働基準監督署等による説明会などを参考として、分割休息を取り入れた運行をしている事例

が多く見受けられるようになりましたが、改善基準告示と輸送安全規則等が別物であるという

認識が不足していることにより、分割休息取得時における、乗務前点呼・乗務後点呼及び乗務

途中の点呼（中間点呼）を実施しないまま分割休息を活用している事業者が大変多く見受けら

れます。 

運行途中で休息を取得する場合には、車庫出発時の乗務開始及び車庫帰着時の乗務終了時の対

面点呼だけでなく、各休息期間前後に電話等による点呼の実施が必要となりますが、巡回指導時

において点呼記録簿を確認すると、分割休息前後の点呼を実施していない事業所が多く見受けら

れます。休息期間の前後には必ず点呼が必要であることを再認識していただき、確実な点呼の実

施と記録保存をお願いいたします。 

≪ 裏 面 参 照 ≫ 

 

 

不明な点や質問事項は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。  

群馬県貨物自動車運送適正化事業実施機関 
電話 ０２７－２１２－８８２１ 

 

群馬県適正化通信 No.１９４（令和７年 2 月号） 
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【 分割休息取得時における運行指示書の必要性 】 

乗務前、乗務後どちらも対面で点呼が実施できない運行の場合には、中間点呼の実施と合わせ

て「運行指示書」の作成が必要になります。運行指示書は、「中間点呼を伴う運行に対して作

成・傾向・保存が必要」と定められています。（※対面点呼を実施しなければならない状況下に

おけるものを除く。） 

２泊３日以上の運行や前記【上図】のような分割休息を伴う場合（運行日数に係わらず、出先

で休息を２回以上取得する場合）には、中間点呼が必要となるため、運行管理者が「運行指示

書」を作成し、運転者に適切な指示を行うとともに、「運行指示書（正）」を携行させなければな

りません。 

また、当初は１泊２日の運行計画だった運行が、長時間の荷待ちや行き先等の変更等により、

急遽、運行途中で休息（分割休息含む。）を取得する運行に変更となる場合があります。その際

にも、乗務前、乗務後どちらの点呼も電話その他の方法で行わなければならないため、運行管理

者は「運行指示書」を作成するとともに、運転者に電話その他の方法で適切な指示を与える必要

があります。また、運転者は指示内容を乗務等の記録（運転日報等）に記載しなければなりませ

んので、併せて留意が必要です。 

また、運行指示書は、運行終了後に運転者が携行していたものと、事業所で保存していたもの

をセットにして１年間の保存が必要です。決して捨てたりせず、確実に保存するようお願いいた

します。 
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休息期間取得前後には電話等による

点呼が必要です。また、点呼記録簿

にも実施結果を記録しましょう。 

午前 10時まで

6時間の休息期
間が必要です 


